


 

岩手県告示第187号 

 家畜伝染病のまん延防止のための家畜、県内の区域等の指定（令和５年岩手県告示第136号の２）により指定した県内の区域を

別図のとおり変更する。 

 なお、「別図」は、省略し、岩手県農林水産部畜産課に備えておいて縦覧に供する。 

令和５年３月28日 

岩手県知事 達 増 拓 也  



岩手県告示第136号の３、４、５及び第187号において指定する区域

移動禁止、催物
の禁止、と畜の
禁止、ふ化させ
ることを禁止す
る卵の生産区域

～3km




